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   総則 
第１条 (名称) 本会は、北海道都市地域学会と称する。 
第２条 (事務所) 本会の事務局は理事会の定める場所に置く。 
 
   目的および事業 
第３条 (目的) 本会は、都市に関連する研究、調査および課題の解決へ向けた活動を行うことを目的と

する。 
第４条 (事業) 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。 
  (1) 都市の研究調査 
  (2) 都市研究に対する奨励並びに援助 
  (3) 研究発表会、研究会の開催およびまちづくりのあり方に関する活動 
  (4) 内外研究団体等との協力、連絡および情報交換 
  (5) 都市に関する資料収集並びに保管 
  (6) 研究論文集(「都市学研究」)、機関誌(「北海道都市」)その他刊行物の発行 
  (7) その他理事会が適当と認めた事項 
 
  会員 
第５条 (会員種別と資格) 会員の種別および資格は次のとおりとする。 
  (1) 正会員 
    正会員(個人)：都市またはこれに関する事項の研究調査に従事する個人、または本会の事業に

参加しようとする個人 
    正会員(法人)：本会の目的に賛同し、本会の事業に参加しようとする法人または団体 



  (2) 学生会員：都市またはこれに関する事項を研究する学生、または本会の事業に参加しようとす

る学生 
  (3) 賛助会員：個人･法人または団体であって、本会の目的･事業を賛助するもの 
第６条 (会費) 会員の会費は次のとおりとする。 
    正会員(個人)：年額 5,000 円 
    正会員(法人)：１口年額 10,000 円とし、口数は 1 口以上とする 
    学生会員：年額 3,000 円 
    賛助会員：１口年額 10,000 円とし、口数は 1 口以上とする 
第７条 (入会) 会員になろうとするものは、正会員 1 名の推薦により所定の入会申し込み書を提出し、

理事会の承認を経なければならない。 
第８条 (会員の権利) 会員の権利は、次のとおりであってそのものに専属する。 
  (1) 正会員は総会における議決権をもち、この権利は 1 会員に各 1 個とする。 
  (2) 正会員および学生会員は研究発表会並びに研究論文集(「都市学研究」)においてその研究を発

表することができる。 
  (3) すべての会員は機関誌および研究論文集の配布をうける。 
  (4) すべての会員は本会が開催する事業に参加することができ、その他の本会が与える特典を受け

ることができる。 
第９条 (退会) 会員は、退会届を提出することにより退会できる。また、退会届の受理日が属する会計

年度までの年会費及び特別会費に未納がある場合は、これを納めなければならない。なお、物故

者については、退会届に代えて、死亡の確認をもって退会するものとし、未納会費は徴収しない。 
第 10 条 (除籍)会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったときは、総会の

決議によって当該会員を除籍することができる。 
  ２．会員は、会費の支払いを３年以上履行せず、理事会の決議によって認められたとき、除籍とす

る。 
第 11 条 (名誉会員) 個人である正会員であって、本会に対して業績等に顕著なものは理事会の推薦に

より総会の議決を経て、名誉会員として待遇する。 
  ２．名誉会員は、本会の会費を納めることを要しない。 
 
   役員 
第 12 条 (役員) 本会に次の役員を置く。 
  (1) 理事      15 名以上 23 名以内 
    (うち、会長１名、副会長３名以内、会務理事 若干名) 
  (2) 監事      ２名 
  ２．監事は、他の役員を兼ねることができない。 
第 13 条 (役員の選任) 理事および監事は、総会において選出する。 
  ２．会長および副会長は、理事会において推挙し、総会の議決によって決める。  
  ３．会務理事は理事会において決める。 
第 14 条 (役員の職務権限) 会長は本会を代表し、会務を総理し、理事会の議長となる。 
  ２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序

によって、その職務を代行する。 



  ３．理事は、理事会で会務を審議および議決する。 
  ４．会務理事は、それぞれ下記の会務を司どる。 
    論文担当理事: 論文審査および研究論文集発行にかかわる事項、並びに研究発表会企画 
    企画担当理事: 北海道都市問題会議およびその他都市の課題の解決へ向けた活動の企画 
    編集広報担当理事: 機関誌・ニュースレター・ホームページの編集およびその他の広報活動 
    庶務担当理事: 庶務および理事会の連絡調整 
    会計担当理事: 会計 
  ５．監事は、会計および会務の執行の状況を監査する。 
第 15 条 (役員の任期) 役員の任期は 2 か年とし、再任を妨げない。 
  ２．役員が欠けたときは、第 13 条に準じて補充する。 
  ３．補欠の役員の任期は前任者の残存期間とする。 
  ４．役員は、その任期終了後でも後任者の就任までは、なお、その職務を行う。 
 
   会議および委員会 
第 16 条 (総会の召集と通知) 通常総会は、毎年 1 回、会長が召集する。 
  ２．臨時総会は、次の場合に会長が召集する。 
  (1) 会長が必要と認めたとき 
  (2) 理事会が必要と認めたとき 
  (3) 監事が必要とみとめたとき 
  (4) 正会員の会員数の 10 分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示して要求があったとき 
  ３．総会の召集には、1 週間以上前に、その会議の日時・場所および付議事項を示し、文書をもっ

て正会員に通知しなければならない。 
第 17 条 (総会の議決事項) 総会では、この会則で別に定める事項の他、次の事項を議決する。 
  (1) 事業報告・収支決算の承認に関する事項 
  (2) その他理事会が必要と認めた事項 
  (3) 第 16 条 2 項 4 号に示す、正会員の会員数の 10 分の 1 以上からあらかじめ議題として提出され

た事項 
第 18 条 (総会の議長と議決) 総会の議長は出席している正会員(個人)の中から総会において決定する。 
  ２．総会は、正会員の 3 分の 1 以上の出席によって成立する。 
  ３．総会の議事は、出席会員の 2 分の 1 以上で決し、可否同数のときは、議長が決める。 
  ４．正会員は議決権の行使を、他の出席正会員に委任することができる。 
  ５．前項による委任は出席とみなす。 
第 19 条 (理事会の開催) 会長は随時理事会を召集する。 
  ２．理事会は通信によって行うことができる。 
第 20 条 (理事会の議決事項) 理事会は、この会則で別に定める事項の他、次の事項を議決する。 
  (1) 総会の議案 
  (2) 事業計画および収支予算 
  (3) 会員の入会・退会に関する事項 
  (4) 規則の制定ならびに変更 
  (5) その他、会務運営のために必要な一切の事項 



第 21 条 (理事会の議決) 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議決することが出来ない。 
  ２．議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決める。 
  ３．監事は理事会に出席し、会務に関する意見を述べることができる。 
  ４．理事は議決権の行使を、他の出席理事に委任することができる。 
  ５．前項による委任は出席とみなす。 
第 22 条 (委員会) 本会の会務運営および第 4 条の事業遂行のために必要な委員会を設ける。 
  ２．委員会の設置および廃止は理事会で決める。 
  ３．委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。 
 
   会計 
第 23 条 (経費の支弁) 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 
第 24 条 (収支決算) 毎年度予算および決算は、総会の承認をえなければならない。 
  ２．会長は監事による収支決算の監査報告を総会に提出しなければならない。 
第 25 条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる。 
 
   会則の変更 
第 26 条 (会則の変更) 本会則を変更するには、総会の議を経なければならない。 
 
附則 
第 1 条 (規則の設定) この会則施行に必要な規則は、別に定める。 
 
附則 
（施行） 
第 1 条 この会則は、総会で承認された日から施行する。 
  ２．前項の規定にかかわらず、2020 年度総会での会則改定による第 10 条第 2 項の規定は、2021

年 4 月 1 日から施行する。 


